
第１回横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会 

 

令和４年６月20日（月）14時～ 

横浜市役所21階共用会議室 21-N04  

 

次  第 

 

１ 事務局あいさつ 

 

２ 委員紹介 

 

３ 議題 

 (1) 委員長選出について 

 (2) 会議の公開について 

(3) 指定管理者の業務評価に関する事項について 

 (4) その他 



横浜市道路附属物自動車駐車場における指定管理業務の評価について 

１ 委員会開催の趣旨 

  横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者は、条例第６条において、「指定管理者は、その指定

の期間において、駐車場の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければな

らない」とされているため、選定評価委員会により、指定管理者の業務に関する評価を行います。 

 

〇令和元年度選定評価委員会後における経過 

 令和元年10月３日 選定評価委員会（二次審査及び指定候補者等の選定） 

 令和元年10月18日 候補者選定結果通知 

 令和元年12月17日 市会による議決 

 令和２年３月９日 横浜市道路附属物自動車駐車場の管理運営に関する基本協定書の締結 

 令和２年４月１日 指定管理者による管理開始 

 

〇横浜市道路附属物自動車駐車場条例（抜粋） 

（管理の業務の評価） 

第６条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第４条第

１項各号に掲げる駐車場の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。 

 

 （指定管理者の指定等） 

第４条 次に掲げる駐車場の管理に関する業務は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の

規定により、一の指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。 

(1) 駐車場の利用に関すること。 

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が定める業務 

 

〇横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会運営要綱（抜粋） 

 （担任事務） 

第２条 委員会は、道路附属物自動車駐車場（以下「駐車場」という。）の指定候補者（指定管理者の候補者

をいう。以下同じ。）の選定（以下「選定」という。）、指定管理者による駐車場の管理の業務に係る評価（以

下「評価」という。）等に関し、次の事項について調査審議し、市長に意見を述べる。 

(1) 選定手続の細目 

(2) 選定基準 

(3) 公募要項等の内容 

(4) 選定及び次点候補者（指定候補者を指定管理者として指定できない事情がある場合において、当該指定

できない候補者に代わって指定候補者となるべき者をいう。以下同じ。）の決定 

(5) 評価基準 

(6) 評価の決定 

(7) 指定管理者の指定の取消し 

(8) その他市長（区長）が選定、評価等について必要と認める事項（議事） 

第８条 委員会の会議は委員長が招集する。ただし、委員の任期が満了した後第６条第１項の規定により委員

長を定めるまでの間は、市長が招集する。 

２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会の会議の議事は、出席した委員（議長を除く。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

５ 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、

又は関係者から資料の提出を求めることができる。 

 

〇横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会 委員名簿 

（委嘱期間 令和３年７月４日から令和５年７月３日まで） 

（敬称略 五十音順） 

氏 名 役 職 

小池
こいけ

 恭一
きょういち

 公益財団法人横浜観光コンベンションビューロー専務理事 

小早川
こばやかわ

 悟
さとる

 日本大学理工学部交通システム工学科教授 

白石
しらいし

 美奈子
み な こ

 神奈川弁護士会 

丸山
まるやま

 邦彦
くにひこ

 公認会計士 

吉岡
よしおか

 耀子
ようこ

 交通・環境ジャーナリスト 

 

 

２ 委員長及び職務代務者の選出について 

〇横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会運営要綱（抜粋） 

  （委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を

代理する。 

 

３ 会議の公開について 

〇横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会運営要綱（抜粋） 

（会議の公開） 

第10条 委員会の会議は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１号）第

31条の規定に基づき、公開するものとする。ただし、同条ただし書に該当する場合は、委員会の決定によ

り非公開とすることができる。 

 

 

資料１ 



〇横浜市の保有する情報の公開に関する条例（抜粋） 

（会議の公開） 

第31条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第3項及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号)第14

条の規定に基づき設置する審議会等の附属機関(以下「附属機関」という。)の会議は、公開する。ただし、次

に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 他の法令等に特別の定めがある場合 

(2) 非開示情報に該当する事項を審議する場合 

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、附属機

関の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合 

 

（行政文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文書を開示しな

ければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情

報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該行政文書を開示しないことができる。 

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」と

いう。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人

の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人に

おける通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当

時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に

関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政

法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業

に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 




